
入  札  公  告 
 

次のとおり条件付一般競争入札を行うため、公立大学法人福島県立医科大学契約細則第５

条の規定に基づき公告する。 

 

令和８年２月１３日 

公立大学法人福島県立医科大学理事長 竹之下 誠一  

１ 入札に付する事項 

（１）件名及び数量 会津医療センター建物警備等業務委託 一式 

（２）仕 様 等 入札説明書及び仕様書による 

（３）履 行 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

    ※令和８年４月１日は、午前８時３０分からとする。 

    ※令和９年３月３１日とあるのは、４月１日午前８時３０分までとする    

（４）履 行 場 所 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター 

（福島県会津若松市河東町谷沢字前田２１番地２） 

（５）この業務は、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項に基づく最低制限価格を設定

する業務である。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 

（１）公立大学法人福島県立医科大学契約細則第３条第１項の規定に該当しない者である

こと。 

（２）当該入札に係る契約を締結する能力を有しないもの又は破産者で復権を得ない者で

ないこと。  

（３）福島県庁舎等維持管理業務入札参加資格制限措置要綱第２条及び第７条の規定に基

づく入札参加資格制限中の者でないこと。  

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てをし

た者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規

定による再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２

条第１項各号に該当しない者であること。 

（６）福島県の庁舎維持管理業務入札参加資格者名簿の「機械設備」、「電気設備」及び

「警備」業に登録されている者であること。 

（７）会津地方振興局管内及び会津地方振興局に隣接する振興局（県中及び南会津に限る）

管内に本店、支店又は営業所等があること。 

（８）過去５年の間に、医療法第１条の５第１項に規定する「病院」のうち、建物床

面積３，０００平方メートル以上及び病床数１００床以上の病院において、週１

回以上２４時間常駐勤務が必要な警備等業務を請け負う契約を締結し、１２ヶ月

以上連続して当該警備等業務を履行した実績を有する者であること。 

（９）入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。（別記１） 



（10）当該委託業務を誠実かつ確実に履行できる者であること。 

（11）過去２年の間、公共機関（国・地方公共団体及び国立・地方公共団体立の機構

等）において、指名停止等の処分を受けていないこと。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格の確認 

入札に参加を希望する者は、所定の入札参加資格確認申請書及び２に揚げる資格を有す

ることを証明する書面を次に揚げる場所に提出し、当該資格の確認の申請をすること。な

お、令和８年２月２７日（金）午後５時までに当該申請を行わなかったときには、当該資

格が与えられない。 

   ○郵便番号 ９６９－３４９２ 

○提出場所 福島県会津若松市河東町谷沢字前田２１番地２ 

        公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター総務課 

   ○電話番号 ０２４２－７５－２１００ 

   ○ＦＡＸ  ０２４２－７５－２１５０ 

 

４ 入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所及び問い合わせ先 

３に掲げる場所に同じ 

（２）入札及び開札の日時及び場所 

  令和８年３月９日（月）午前１０時００分 

  公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター２階 第４会議室 

 

５ 入札保証金及び契約保証金 

    入札説明書のとおり。 

 

６ 入札参加資格要件の審査に関する事項 

この一般競争入札に参加するために提出した書類に関し、公立大学法人福島県立医科大

学理事長から説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 

 

７ 入札の無効等 

 ２の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す

入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。 

  また、入札金額が最低制限価格を下回る場合は、その入札書を失格とする。 

 

８ 入札の効力 

 本件入札は、その契約に係る予算が可決され、令和８年４月１日以降で予算の執行が可

能となったときに入札の効力が生じる。 

 

９ その他 

（１）入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の



１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１０

０に相当する金額を入札書に記載すること。 

（２）契約書作成の要否  要 

（３）その他詳細は、入札説明書による。 

（４）委託契約書（案）第２４条３項、第２７条、第２９条４項における遅延利息の率につ

いては、福島県財務規則第２３５条第１条（以下「当該条項」という。）に準拠してお

り、契約期間開始までの間に当該条項に改正があった場合、委託契約書（案）において

も率を変更することがある。 


